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人がほほえみ、地域が輝く
“ほっとする、ふくしま”の創造に向けて
　21世紀に入って早くも10年目を迎えようとしています。
　今後、人口減少・超高齢社会の本格的な到来を始め、地球温暖化、世界的な食料・資源・エネル
ギー需給のひっ迫等、これまで私たちが経験したことのないような課題に直面することが予測されて
おります。また、世界の出来事が日本、さらには福島県にも瞬時に影響を及ぼすようになっており、
私たちを取りまく社会経済情勢は日々刻々と変化しています。
　私たちが、このような大きな時代の潮流の中でその変化に的確に対応するためには、時代を超えて
真に大切なものは何かをしっかりと見据え、県民全体で理念や目標を共有していく必要があります。
　このような考え方の下、今の子どもたちが親の世代となる30年程度先を展望しつつ、より柔軟で
適切な施策展開を図るため、計画期間を5年とした福島県総合計画「いきいき ふくしま創造プラン」
を策定しました。

　顧みますと私たちの国は、戦後60有余年の間、幾多の試練を乗り越え、先人の並々ならぬ苦労や
努力により驚異的な経済発展を成し遂げ、GDP世界第２位の経済大国という豊かな国へと生まれ変
わりました。その一方で、物質的な豊かさや合理性を過度に希求する風潮が強まり、人と人との心の
ふれあいや地域社会でのきずなが失われつつあります。特にこの10年ほどの間は、経済のグローバ
ル化の進展と合わせ短期的な視点で成果のみを重視する考え方が浸透し、雇用不安や所得格差の拡大
など、あらゆる面で大きく変化や格差が生じ、さらには人と人の関係が希薄になる「無縁社会」も顕
在化するなど、精神的な豊かさやゆとりが実感できにくい社会となりました。
　私は、どのような時代にあっても、思いやりや優しさの心、人と人とのふれあいや支え合いの心で
結ばれた地域社会が、私たち人間社会が持続的に発展していく上で最も大切な礎であると考えてお
ります。

　幸い、本県には、現代社会で希薄になりつつある温かで思いやり
に溢れる県民性と地域社会のきずなが今もしっかりと息づいてお
り、県民はもちろん、国内外から本県を訪れる多くの人々が、この
ような本県の魅力に触れることで心身ともに癒され、明日を生きる
元気へとつながっていくものと感じております。

　私は、福島県の魅力であり宝でもあるこの「人と地域」にさらに
磨きをかけ、次世代へ着実に引き継ぐことで、県民一人ひとりが安
心かつ生き生きと暮らせるような地域社会、子どもからお年寄りま
で夢と希望に満ち溢れ、豊かさの中にも生きがいと幸せをしっかり
と実感できる福島県を実現していきたい、そして、子どもたちが将
来、「生まれて、育って、住んで良かった」と誇りに思えるような、「ふるさと ふくしま」を築いて
いきたいと考えております。
　そのためには、県民の皆さんはもとより市町村、企業、民間団体など、本県で活動するさまざまな
主体が連携するとともに、それらが一体となって総合的に力を発揮していかなければ真の県づくりは
進められません。この総合計画を県づくりの共通の指針として、「人がほほえみ、地域が輝く“ほっ
とする、ふくしま”」を皆さんと一丸となって全力で創り上げてまいります。

平成21年12月
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福島県総合計画
「いきいき ふくしま創造プラン」の全体構成

はじめに

計画の期間

子どもたちが親の世代となる30年程度先を展望した
平成22（2010）～26（2014）年度の５カ年計画

●計画推進に当たっての考え方
　県民に期待する役割、市町村に期待する役割、県の役割と姿勢
●県民運動の展開
●実効性の確保
　計画の進行管理、柔軟かつ機敏な対応、全庁一体となった施策の推進、戦略的な取
り組み

●未来を拓くふくしまの子どもたち育成プログラム
●ふくしまの特性を生かした産業の総合力発揮プログラム
●地域活性化を導くふくしまの低炭素社会づくりプログラム
●ふくしまのにぎわい創出プログラム
●健康で生きがいに満ち、安全で安心なふくしまづくり推進プログラム

計画の特徴

●ふくしま全体の指針となる計画
●長期的視点での県づくり、柔軟な
施策展開が可能な計画

●わかりやすい計画
●実効性を重視した計画

第１章　ふくしまの特性と時代潮流

第２章　ふくしまのめざす将来の姿 〔基本目標・基本姿勢・将来像〕

ふくしまの特性

●特色あふれる県土構造
●多極分散型の県土構造
●有利な地理条件
●交流を支える社会基盤
●多様な産業構造
●恵まれた自然、地域資源
●ゆとりある生活環境と温かな県民性

時代潮流

●人口減少・超高齢社会の本格到来
●経済のグローバル化の進展
●食料・資源問題などの顕在化
●地球温暖化など環境問題の深刻化
●高度情報化社会の進展
●ライフスタイル・価値観の多様化
●安全と安心に対する関心の高まり
●分権型社会への移行

ふくしまの人口と経済

第３章　ふくしまの基本方向

政策分野別の基本方向

〔政策分野別の課題と基本方向〕
「ふくしまのめざす将来の姿」で描いた８つの分野の将来像を実
現するため、この８つの分野を「政策分野」と位置づけ、政策分
野ごとの課題と、県全体の各主体が力を合わせて取り組む方向
性を示します。

第６章
計画の推進のために

重点プログラム

人がほほえみ、地域が輝く"ほっとする、ふくしま"
30年程度先を展望して実現を目指すふくしまの姿

ふ
く
し
ま
を
支
え
る
３
本
の
柱

基
本
姿
勢

魅力の再認識・発信
多様性・総合力の発揮
チャレンジ

ふくしまの礎とふくしまを
支える３本の柱を掲げる
とともに、目指すべきふく
しまの将来の姿を描いて
います。

地域別の基本方向

七つの生活圏

七つの生活圏の各地域において、取り組む方向性を示します。
●地域づくりに当たっての考え方
●個性ある七つの生活圏に基づいた地域づくり
●生活圏を越えた機能の補完・連携
●近隣地域との広域連携

第４章　政策分野別の重点施策
ふくしまの基本方向の８つの政策分野の下、重点施策を展開します。
●22の重点施策（重点施策の細項目63、具体的な取組み252）
●149指標（うち代表指標43）、意識調査項目22

第５章　地域別の重点施策
七つの生活圏それぞれの地域において、重点的に取
り組む施策を示します。

県北地域

県中地域

県南地域

会津地域

南会津地域

相双地域

いわき地域

●地域特性
●課題
●施策の展開方向
●重点施策

〔戦略的な取組み〕
計画の実効性を確保するための取組み、
戦略的な取組みを示します。

実現の
ために

戦
略
的
な
取
り
組
み

計
画
推
進
の
手
法

計
画
推
進
の
手
法

基本目標

〔分野〕子どもから大人まで一人ひとりの輝きと生きがいが見いだせる社会
〔分野〕魅力と個性にあふれた地域社会

〔分野〕地域に根ざした力強い産業に支えられた社会
〔分野〕多様な交流ネットワークに支えられた社会

〔分野〕誰もが健康で安心して暮らせる社会
〔分野〕さまざまなリスクに対して安全で安心な社会

〔分野〕支え合いの心が息づく社会
〔分野〕美しい自然環境に包まれた持続可能な社会

めざす将来の姿

●子どもたちが心豊かにたくましく育つ社会の実現 など３施策
●力強さに満ちた地域づくりと分権型社会への対応 など３施策

ふ
く
し
ま
を
支
え
る
３
本
の
柱

【礎】 人と地域

●力強い産業の多彩な展開 など３施策
●多様な地域との交流・連携と定住・二地域居住の推進
 など３施策

【柱 Ⅰ】 活力

●生涯を通じた健康づくりの展開 など３施策
●身の回りの安全と安心の確保 など３施策

【柱 Ⅱ】 安全と安心

●多様な人々がともに生きる社会の形成 など２施策
●美しい自然環境の継承 など２施策

【柱 Ⅲ】 思いやり

【ふくしまの礎】 人と地域が輝く「ふくしま」

【安全と安心】 安全と安心に支えられた「ふくしま」

【思いやり】 人にも自然にも思いやりにあふれた「ふくしま」

【活力】 いきいきとして活力に満ちた「ふくしま」

●人口 ●経済（県内総生産（名目））

197万人程度
H26

204.3万人
（H21.10.1現在）

H21

161万人程度
H47

7.8～8兆円程度
H26

7.88兆円
H19

8.6～9兆円程度
H47
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　この計画で掲げる基本目標、めざす将来の姿の実現に当たっては、県民、民間団体、企業、市町
村、県など、本県で活動するさまざまな主体がともに力を合わせて、取り組んでいくことが必要と
なっています。この計画が、基本目標などの実現に向けて、県全体として共有する指針となること
を期待しています。

　21世紀を迎え、我が国では、予想を上回る速度で人口減少や高齢化が進行し、一方、世界全体
に目を移すと、人口増加を背景に資源、食料の需給の長期的なひっ迫が危惧され、さらには地球
規模の環境問題が顕在化するなど、長期的な社会経済情勢の変化を避けて通ることが困難な状
況になっています。また、本県においても、経済のグローバル化に伴う急激な社会経済情勢の変
化による影響が生じています。

　このような中、本県では、長期的な視点に立った上で、時機に応じた柔軟な施策展開を図ること
ができる計画づくりが必要との認識を深めてきました。

　厳しい時代潮流が見通される中にあって、県民生活の安全と安心を守り、県民が将来に夢と希
望を持てるような豊かなふくしまをつくっていくために、この計画を策定しました。

はじめに

1 計画策定の趣旨

1　本計画では、将来の姿をイメージする部分など、福島県としてのエリアを強調する場合は「ふくしま」と表現します。

第２章
ふくしまのめざす将来の姿

●基本目標と将来の姿などを共有します。
　・基本目標と基本姿勢
　・めざす将来の姿

第３章
ふくしまの基本方向

●将来の姿の実現に向けた方向性を共有します。
　・政策分野別の基本方向
　・地域別の基本方向

第１章
ふくしまの特性と時代潮流

●将来の姿を描く際の基礎を共有します。
　・本県のあゆみ、特性、時代潮流、人口・経済の展望、時代認識

第６章
計画の推進のために

●計画推進に当たっての考え方、県民運動の展開、実効性の
　確保、重点プログラムについて示します。

●めざす将来の姿 ふくしま全体で共有

●計画の推進のために

●基本方向 ふくしま全体で共有

第４章
政策分野別の重点施策

●主な指標などにより５年後にめざす姿を示します。
●県の役割の下に、政策分野ごとに重点的に推進する施策と
　施策の達成度を測る指標などを示します。

第５章
地域別の重点施策

●各地域において、重点的に推進する施策を示します。

●重点的に実施する取組み 県の役割の下に５年間で推進

4 計画の構成

　この計画は、子どもたちが親の世代となる30年程度先を展望しながら、平成22（2010）年度
を初年度とし、平成26（2014）年度を目標年度とする５か年計画です。

2 計画の期間

3 計画の特徴

（１）ふくしま1全体の指針となる計画

　この計画では長期的な視点で県づくりをしていくため、将来を展望するとともに、県がその役割
の下に実施する具体的な取組みについては、より柔軟な対応ができるよう５か年の計画としてい
ます。

（２）長期的な視点での県づくり、柔軟な施策展開が可能となる計画

　計画の基本目標やめざす将来の姿を実現するためには、計画策定後も社会経済情勢の変化に
対応しながら、この計画を着実に推進していくことが重要となります。

　県民の参画を得ながら、指標を活用して施策の進行管理を行うとともに、戦略的な取組みを進
めることで、計画の実効性を高めていくこととしています。

（4）実効性を重視した計画

　基本目標などの実現に当たっては、この計画が県全体で共有されることが特に重要となること
から、できるだけ分かりやすい計画とすることを心がけました。

　具体的には、県で策定している部門別計画などとの役割分担により、コンパクトな内容とすると
ともに、県が優先的に行う取組みを明確化しました。

　このほか、県が取り組む施策について、指標を用いることで、実現を目指している方向性と水準
を具体的に示すようにしました。

（３）分かりやすい計画
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福島学院大学

福島県立医科大学
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会津大学
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輸送用機械

半導体
医療用機器

医療用機器

電気機械
輸送用機械

化学

　本県では、東北圏と首都圏を結ぶ東北自動車道、常磐自動車道、東北・山形新幹線、太平洋側と
日本海側を結ぶ磐越自動車道などが整備されてきました。さらに常磐自動車道の延伸や、東北中
央自動車道、会津縦貫道8などの整備が予定されており、南北、東西それぞれに高速交通網の整備
が進められています。

　また、福島空港や小名浜港、相馬港など、人やモノの交流拠点が整備されており、国内はもとよ
り、東アジアを始めとする海外との交流の拡大が期待されています。

　さらに、本県は、水力、火力、原子力などの発電所が多数立地する我が国最大の発電県であり、
首都圏のうち東京を中心とする１都３県9に対して、その消費電力の約３分の１を供給しています。

　県内総生産は約7.9兆円10（製造業約2.2兆円、サービス業約1.6兆円、卸売・小売業約0.6兆
円）となっています。平成18年度ベースでは、全国19位で長野県、三重県と同程度となってい
ます。

　製造品出荷額等は約5.9兆円11であり、全国19位、北海道・東北圏１位で長野県、岐阜県と同
程度となっています。近年では、半導体、医療用機器、輸送用機械関連産業などの集積が進む一方
で、漆器、陶器、日本酒などの伝統産業が受け継がれています。

　卸売業・小売業の年間販売額は約4.7兆円12であり、全国21位で岡山県、三重県と同程度と
なっています。

　農業産出額は約2,400億円13であり、全国12位で岩手県、静岡県と同程度となっています。
品目では、米、もも、なし、りんご、きゅうり、肉用牛が上位に位置しています。林業産出額は全国８
位、海面漁業漁獲量は全国12位となっています。

　このように、本県は多様な産業によって支えられています。

　また、大学などの高等教育機関やハイテクプラザなどの試験研究機関が多数設置されており、
本県の産業を支えています。

８　地域高規格道路「会津縦貫北道路」と「会津縦貫南道路」を合わせた名称
９　東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

10　福島県統計分析課「平成19年度福島県県民経済計算の概要」
11　経済産業省「平成20年工業統計（速報）」
12　経済産業省「平成19年商業統計」
13　農林水産省「平成19年農業産出額」

●主要な産業と県内総生産（平成19年度）

（4）交流を支える社会基盤 （5）多様な産業が発展した産業構造

央自動車道、会津縦貫道8などの整備が予定されており、南北、東西それぞれに高速交通網の整備
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り、東アジアを始めとする海外との交流の拡大が期待されています。

　さらに、本県は、水力、火力、原子力などの発電所が多数立地する我が国最大の発電県であり、
首都圏のうち東京を中心とする１都３県9に対して、その消費電力の約３分の１を供給しています。

仙台塩釜港

仙台空港

新地火力発電所

相馬港
原町火力発電所

南相馬

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

広野火力発電所

いわき

小名浜港
勿来火力発電所

常磐自動車道

水戸

仙台

福島

郡山

福島空港
あぶくま高原道路
（整備中）

白河

東北新幹線

宇都宮

山形

山形新幹線

東北中央自動車道
（整備中）

会津若松

会津縦貫北道路
（整備中）

会津縦貫南道路
（整備中）

磐越自動車道

南会津
田子倉発電所

奥只見発電所

東北自動車道

新潟空港
新潟

新潟港

北陸自動車道

前橋

【出典】内閣府「県民経済計算」

農
林
水
産
業

148

製
造
業

2,233

建
設
業

323

電
気･

ガ
ス･

水
道
業

633

卸
売
・
小
売
業

603

金
融
・
保
険
業

341

不
動
産
業(

持
家
含
む)

816

運
輸
・
通
信
業

397

サ
ー
ビ
ス
業

1,605

政
府
サ
ー
ビ
ス
生
産

846

単位:10億円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

●あぶくま高原道路

第
１
章　

ふ
く
し
ま
の
特
性
と
時
代
潮
流

第
１
章　

ふ
く
し
ま
の
特
性
と
時
代
潮
流

10



福島学院大学

福島県立医科大学

福島大学

会津大学

日本大学工学部

東日本国際大学

奥羽大学

郡山女子大学

いわき明星大学

情報通信機械
電気機械

輸送用機械半導体

電気機械
輸送用機械

半導体
医療用機器

医療用機器

電気機械
輸送用機械

化学

　本県では、東北圏と首都圏を結ぶ東北自動車道、常磐自動車道、東北・山形新幹線、太平洋側と
日本海側を結ぶ磐越自動車道などが整備されてきました。さらに常磐自動車道の延伸や、東北中
央自動車道、会津縦貫道8などの整備が予定されており、南北、東西それぞれに高速交通網の整備
が進められています。

　また、福島空港や小名浜港、相馬港など、人やモノの交流拠点が整備されており、国内はもとよ
り、東アジアを始めとする海外との交流の拡大が期待されています。

　さらに、本県は、水力、火力、原子力などの発電所が多数立地する我が国最大の発電県であり、
首都圏のうち東京を中心とする１都３県9に対して、その消費電力の約３分の１を供給しています。

　県内総生産は約7.9兆円10（製造業約2.2兆円、サービス業約1.6兆円、卸売・小売業約0.6兆
円）となっています。平成18年度ベースでは、全国19位で長野県、三重県と同程度となってい
ます。

　製造品出荷額等は約5.9兆円11であり、全国19位、北海道・東北圏１位で長野県、岐阜県と同
程度となっています。近年では、半導体、医療用機器、輸送用機械関連産業などの集積が進む一方
で、漆器、陶器、日本酒などの伝統産業が受け継がれています。

　卸売業・小売業の年間販売額は約4.7兆円12であり、全国21位で岡山県、三重県と同程度と
なっています。

　農業産出額は約2,400億円13であり、全国12位で岩手県、静岡県と同程度となっています。
品目では、米、もも、なし、りんご、きゅうり、肉用牛が上位に位置しています。林業産出額は全国８
位、海面漁業漁獲量は全国12位となっています。

　このように、本県は多様な産業によって支えられています。

　また、大学などの高等教育機関やハイテクプラザなどの試験研究機関が多数設置されており、
本県の産業を支えています。

８　地域高規格道路「会津縦貫北道路」と「会津縦貫南道路」を合わせた名称
９　東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

10　福島県統計分析課「平成19年度福島県県民経済計算の概要」
11　経済産業省「平成20年工業統計（速報）」
12　経済産業省「平成19年商業統計」
13　農林水産省「平成19年農業産出額」

●主要な産業と県内総生産（平成19年度）

（4）交流を支える社会基盤 （5）多様な産業が発展した産業構造

央自動車道、会津縦貫道8などの整備が予定されており、南北、東西それぞれに高速交通網の整備
が進められています。

　また、福島空港や小名浜港、相馬港など、人やモノの交流拠点が整備されており、国内はもとよ
り、東アジアを始めとする海外との交流の拡大が期待されています。

　さらに、本県は、水力、火力、原子力などの発電所が多数立地する我が国最大の発電県であり、
首都圏のうち東京を中心とする１都３県9に対して、その消費電力の約３分の１を供給しています。

仙台塩釜港

仙台空港

新地火力発電所

相馬港
原町火力発電所

南相馬

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

広野火力発電所

いわき

小名浜港
勿来火力発電所

常磐自動車道

水戸

仙台

福島

郡山

福島空港
あぶくま高原道路
（整備中）

白河

東北新幹線

宇都宮

山形

山形新幹線

東北中央自動車道
（整備中）

会津若松

会津縦貫北道路
（整備中）

会津縦貫南道路
（整備中）

磐越自動車道

南会津
田子倉発電所

奥只見発電所

東北自動車道

新潟空港
新潟

新潟港

北陸自動車道

前橋

【出典】内閣府「県民経済計算」

農
林
水
産
業

148

製
造
業

2,233

建
設
業

323

電
気･

ガ
ス･

水
道
業

633

卸
売
・
小
売
業

603

金
融
・
保
険
業

341

不
動
産
業(

持
家
含
む)

816

運
輸
・
通
信
業

397

サ
ー
ビ
ス
業

1,605

政
府
サ
ー
ビ
ス
生
産

846

単位:10億円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

●あぶくま高原道路

第
１
章　

ふ
く
し
ま
の
特
性
と
時
代
潮
流

第
１
章　

ふ
く
し
ま
の
特
性
と
時
代
潮
流

11



　本県は、猪苗代湖・磐梯山に代表される磐梯朝日国立公園、日光国立公園、尾瀬国立公園、越後
三山只見国定公園などの自然公園のほか、阿武隈川、阿賀川、久慈川などの多くの源流域を有す
るなど、豊かな自然環境に恵まれています。

　また、首都圏に隣接していながら身近に自然を満喫できる地域であり、農山漁村での田舎暮ら
し体験、二地域居住の場所としても適しています。

　さらに、本県には、温泉地、ゴルフ場、スキー場などの観光レクリエーション施設が豊富にあると
ともに、豊かな海産物、多彩な果物、良質な米を始めとした豊富な食材、相馬野馬追、須賀川松明
明かし、会津田島祇園祭を始めとした多様な伝統文化など特色ある地域資源に恵まれています。

　首都圏に比較して、少ない公害や犯罪、短い通勤・通学時間、高い持ち家比率、広い住宅面積、
高い三世代同居率など、安全でゆとりのある生活環境となっています。

　また、今なお地域コミュニティが大切にされているほか、人と人とのふれあいや支え合いの精
神など、コミュニケーションが不足しがちな現代にあっても、人々の温かさやきずなが息づいてい
ます。

ふくしまの恵まれた点、誇るべき点を再確認し、
その中から次世代に引き継いでいく価値がある
もの、さらに伸ばすべき優れたものなどを以下の
とおり、ふくしまの「魅力」として整理します。

●広大な森林面積を有し、森林資源が豊富にある。
●米、野菜、果実、畜産物、水産物など、豊富で多様な食材に恵まれている。
●会津塗などの伝統技術、東北一の製造業の集積など、ものづくりの基盤がある。
●温泉地、ゴルフ場、スキー場などの観光レクリエーション施設が豊富にある。

●福島県の主な地域資源

さらに「魅力」へ
ふくしまの特性から

●浜通り地方、中通り地方、会津地方など、多様性に富んだ県土構造となっている。
●特定の都市に過度に人口や機能が集中せず、特色ある七つの生活圏が存在する。

●温かい地域社会のきずなが今なお息づいている。
●長年の歴史と伝統に培われた特色ある文化が各地域に根付いている。
●三世代同居、地域コミュニティなど、世代を超えたつながりが今なお残っている。
●東北圏と首都圏の結節点、太平洋と日本海を結ぶ要衝に位置し、両者をつなぐ架け
橋の役割を担っている。

●首都圏に近接する一方で、尾瀬など豊かな自然環境が大切に残されている。
●首都圏と比較し、犯罪の少なさ、通勤時間の短さ、持ち家比率の高さ、身近にある
自然など、安全でゆとりある生活ができる。

（6）恵まれた自然、地域資源

（7）ゆとりある生活環境と温かな県民性

豊かな地域資源

多様性

つながり

ゆとり

●福島県の主な地域資源

（7）ゆとりある生活環境と温かな県民性

●福島県の主な地域資源
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　本県の将来を考えるため、本県を取り巻く現在の状況を踏まえながら、時代潮流を長
期的に展望します。

3 時代潮流

　我が国の人口は、人口構造の変化、出生数の減少などにより、平成16（2004）年12月の１億
2,784万人をピークに減少し始め、平成21（2009）年10月現在１億2,756万人14となってい
ます。

　本県の人口は、社会増減では、首都圏などへの転出超過が続いており、平成15（2003）年か
ら、自然増減でも死亡数が出生数を上回るようになっています。

　こうしたことから、本県の人口は、平成10（1998）年１月の213万８千人をピークに減少し始
め、平成21（2009）年10月現在204万３千人15となっています。

　人口減少や高齢化の進行によって、社会の主要な担い手である生産年齢人口が減少する見込
みであり、有効な対策がとられなければ、需要や生産活動が縮小し、社会保障費も増加するなど、
さまざまな影響が生じるおそれがあります。そのような中では、今まで就業していなかった人を含
めて、より多くの人々で社会を支えていく仕組みづくりが求められます。

　その場合、国と地方を含めて税収が減少し、財政運営が厳しくなることが予想されるほか、これ
まで整備してきた社会資本が今後次々に更新時期を迎えることから、既存施設の長寿命化を図る
ための計画的な維持管理が課題となってくると考えられます。

　本県では人口の転出超過が続いていることから、豊かな自然環境、多様な産業構造、東北圏と
首都圏の結節点といった強みを生かし、今後、子育て環境を含めた本県の総合的な魅力を高めて
いくことによって、首都圏などへの人口流出に歯止めをかけることが求められます。

　また、老年人口が増加することから、安心して介護を受けられる体制を整備するとともに、若い
頃からの生活習慣の改善、定年退職後の就業、生きがいづくりなどを通じて、健康寿命の延伸を
図っていくことが求められます。

14　総務省「人口推計月報（概算値）」
15　福島県統計調査課「福島県の推計人口」
16　長野大学　大野晃教授は、このような集落をとらえて「限界集落」という概念を提唱しています。

●国立社会保障・人口問題研究所による福島県の将来推計人口

【出典】国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」

（1）人口減少・超高齢社会の本格的な到来

①現在の状況

　現時点の人口構造から、我が国では今後長期間にわたって人口減少、高齢化が進行することは
避けがたい状況となっています。

　国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成47（2035）年の我が国の人口は、ピー
ク時を1,700万人下回る１億1,068万人になると予測されています。内訳では、生産年齢人口
と年少人口の割合が低下し、老年人口の割合が増加する見込みとなっています。

　本県の人口は、平成17(2005)年から平成47（2035）年にかけて209万１千人から164
万9千人まで減少する見込みとなっています。老年人口の割合は、22.7％から35.5％にまで上
昇（約11万人の増加）し、生産年齢人口の割合は、62.6％から54.1％まで減少（約42万人の
減少）する見込みとなっています。

　県内における人口減少、高齢化の進行度合いは、地域によって異なり、中通り地方の都市部で
は緩やかですが、会津地方や阿武隈地域の町村では、今後30年間に人口が大幅に減少したり、人
口の半数以上を老年人口が占めるところが増加してくる見込みとなっています。さらに、集落レベ
ルでも、老年人口が集落の人口の半数以上を占め、冠婚葬祭などの社会的共同生活の維持が困
難な状態にある集落16の増加が予想されています。また、都市部でも郊外住宅地において高齢化
が進行する見込みとなっています。

②今後の展望
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　貿易の自由化、国境を越えた経済活動の拡大、ブラジル、ロシア、インド、中国などの新興諸国
の経済発展を背景として、経済のグローバル化が進展するとともに、世界経済は、これまでの北
米・欧州を中心とした二極構造から多極構造へと移行しています。このような中で我が国の貿易
額は平成13（2001）年から平成20（2008）年までに1.8倍に増加しています。

　本県経済においても、東アジアとの取引が拡大しており、平成13（2001）年から平成20
（2008）年までに小名浜港を利用した国際コンテナ取扱量は1.6倍に増加しています。

　交流の面では、県内の主要観光地に宿泊した外国人観光客は、平成20（2008）年には12万
人を超えて過去最多となり、その多くを韓国・台湾からの旅行者が占めています。また、県内の外
国人居住者は１万３千人程度となっており、そのうち中国国籍を有する人が半数を占めてい
ます17。このように、交流の面でも東アジアとの結びつきは年々強まっています。

　一方で、経済のグローバル化が進展する中にあって、雇用の流動化が進んだ結果、国内では所
得格差などの問題が顕在化するとともに、平成20（2008）年の米国発の金融危機を契機として
世界的な経済不況が発生したため、貿易額が大きく低下し、外需に依存する我が国においては大
きな影響を受ける状況になっています。

　貿易額は一時的に低下しているものの、世界各国の経済的なつながりは複雑化し、既に不可分
な状況となっていることから、長期的には今後とも経済のグローバル化が進行していくと考えら
れます。

　ブラジル、ロシア、インド、中国などの新興諸国では、平成17（2005）年から平成47（2035）
年にかけて高い経済成長が見込まれる一方で、我が国、米国、欧州では低い経済成長18にとどま
る見込みとなっており、世界経済の多極化が今後も続いていくと考えられます。

　このため、我が国の各地域においても、将来的に成長が見込まれる新興諸国の活力を、地域経
済の振興に結びつけていくことが求められています。その際、ものづくりや知的財産など、さまざ
まな面で世界標準（グローバルスタンダード)での競争が求められることから、本県においても、地
域特性を生かしながら世界標準との整合を図っていくことが必要になっています。

　県内の企業においても、北米・欧州を始め、東アジア諸国などとの取引を増やしていくことが望
まれています。また、農林水産物など県産品の輸出拡大についても期待されています。

　一方で、海外の金融・経済情勢が即時に我が国の経済に影響を与えるようになっているため、
海外の経済変動に左右されない、多様な産業の集積が求められています。

17　福島県生活環境部調べ（平成20（2008）年12月末現在） 18　国際通貨基金（ＩＭＦ）、世界銀行、米国政府統計などのデータ

●平成20（2008）年の世界経済

【出典】ＩＭＦ「World Economic Outlook（2009.10）」

●平成47（2035）年の世界経済

【出典】ＩＭＦ「World Economic Outlook（2009.10）」、世界銀行「Global Economic Prospects 2007」などに基づいて、福島県企画調整部
　　　において独自に試算

（2）経済のグローバル化の進展

①現在の状況

②今後の展望
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　世界全体では、開発途上国を中心に人口が増加しています。過去30年間に約24億人増加し、
平成20（2008）年現在、世界人口は68億人に達しています19。

　また、新興諸国の経済成長や生活水準の向上により、世界的に小麦やトウモロコシなどの食料、
鉄鉱石、希少金属や木材などの資源、原油や石炭などのエネルギー資源の消費拡大が続いてお
り、中でも原油の需要については、平成２（1990）年から平成17（2005）年の15年間に25％
以上増加しています。こうした中、食料にあっては輸出規制の動きも見られます。

　世界人口は、今後30年間に約20億人増加し、平成47（2035）年には86億人に達する見込
みとなっています19。

　穀物、肉類、乳製品などの農畜産物に対する需要は、平成12（2000）年から平成62（2050）
年までの50年間に、先進国において約1.3倍、開発途上国において約２倍と大幅に増加する見
込み20となっています。一方で、食料生産の面では、地球温暖化の進行による悪影響が懸念され
ています。

　エネルギー資源の需要は、平成17（2005）年から平成42（2030）年の間に、原油が約
1.3倍、石炭が約1.6倍など、今後も増加する一方で、原油の可採年数は、平成20（2008）年
現在、40年程度と見込まれており21、今後、化石燃料の確保はより困難になっていくことが予想
されます。

　こうした状況から、将来、世界的な食料・資源・エネルギー資源の不足が発生する可能性は高
く、世界の食料・資源・エネルギーの供給・消費の在り方は、大きな転換点に立っています。食料や
資源の多くを輸入に依存している我が国は、長期的視点に立った食料自給率の向上、省資源・省
エネルギーの推進、再生可能なエネルギーの有効活用を図ることがより強く求められています。

　本県は、広大な耕地面積を有し、カロリーベースでの食料自給率が80％を超える22など、食料
の生産能力が高く、また、巨大な消費地である首都圏に近いといった有利な地理的条件にありま
す。今後とも、農林水産業の生産力の向上を図ることにより、我が国の食料基地として重要な役割
を果たしていくことが期待されています。

　さらに、本県は広大な森林面積を有しており、そこから産出される木材は建材や貴重なエネル
ギー資源としてその活用が期待されるほか、太陽光、風力、地熱、バイオマスなど、多様な自然環
境を活用した再生可能なエネルギーの開発が期待されています。

19　国際連合「World Population Prospects: The 2008 Revision」
20　国際連合食糧農業機関「World agriculture towards 2030/2050 Interim report」（2006.6）

21　米国エネルギー省「International Energy Outlook 2009」（2009.5）
22　農林水産省公表の平成19年度概算値

●世界のエネルギー需要予測

●世界の食料需要予測

【出典】米国エネルギー省「International Energy Outlook 2009」
　　　※英国熱量単位（British thermal unit）の略であり、1BTU＝252cal 程度

（3）世界人口の増加に伴う食料・資源・エネルギー問題の顕在化

【出典】国際連合「World Population Prospects：The 2008 Revision」
　　　国際連合食糧農業機関「World agriculture towards 2030/2050 Interim report（2006.6）」
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　気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第４次評価報告書によると、人間活動によって発生す
る二酸化炭素などの温室効果ガスが増加して、地球温暖化が進行したため、世界の平均気温は、
過去100年間で0.74℃上昇したとされています。

　そのため、国際的な枠組みの中で、温室効果ガス排出量の抑制に向けた取組みが始まっていま
す。具体的には、平成62（2050）年に現在の温室効果ガスを半減することを国際的な共通目標と
して、平成32（2020）年までを期間とする中期目標についての検討が本格化しており、政府は同
年までに温室効果ガスの平成２（1990）年比25％削減を目指すという方針を提示しています。

　県内では、福島市の過去100年間の平均気温が約1.5℃上昇しており、異常降雨の増加23、り
んごの着色不良など、地球温暖化の影響と思われる現象が発生しています。

　今後、温暖化対策を新たに実施しなかった場合、世界の温室効果ガス排出量が平成12
（2000）年から平成42（2030）年の間に25～90％の範囲で増加するとともに、年間平均気
温が今後20年間に10年当たり約0.2℃上昇すると予想されています24。

　地球温暖化の進行は、自然災害、海面上昇の要因となるだけでなく、食料生産に対して悪影響
を与えることが予測されているため、資源多消費型社会から持続可能な社会へと生活様式や産業
構造を転換し、地球環境の保全と経済成長を調和させることが全人類的な課題となっています。

　このような中、現下の経済危機を克服する方策として、環境への対応を加速することによる経
済と雇用の立て直し、いわゆる「グリーン・ニューディール」が着目されており、今後は環境に力点
を置いた技術革新の加速化や産業の発展が進むと考えられます。

　本県は、エネルギー供給県としての役割を担ってきましたが、今後は、多様な自然環境を生かし
た、太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能なエネルギーを積極的に導入することによっ
て、低炭素社会の実現に貢献することが期待されています。

　情報通信技術の飛躍的な発達によって、時間や距離の制約は克服され、自由に国内外の情報に
アクセスし、コミュニケーションをとることが可能になりました。インターネットや携帯電話の普及
によって、いつでも、どこでも、誰でも、さまざまな情報ネットワークの恩恵を受けることができる
というユビキタスネットワーク社会への移行が進んでいます。

　また、世界に流通している情報量は加速度的に増加しており、必要な情報への効果的・効率的
なアクセスが重要になっているため、情報リテラシー（情報活用能力）の向上、情報セキュリティ対
策の充実が求められています。

　本県では、ブロードバンドインターネットの普及が進んできていますが、全国平均と比べると低
い状況25となっています。

　高度情報化社会の進展により、電子商取引が拡大し、電子マネーが普及するなど、人々の身近
な生活にまで高度情報化が浸透するとともに、情報技術とロボット技術との融合によって、サービ
ス業などにおいて新たな産業の領域が発生していくことが予想されます。一方で、情報格差の解
消と情報リテラシー向上のための対応が重要性を増していくと考えられます。

　さらに、情報通信ネットワークの進展を基盤に、今まで一見無関係であったさまざまな知が交流
し合い、新たな知や価値を創造するオープンイノベーションをもたらす可能性が高まっています。

　県内では、情報基盤の整備を進める必要があるとともに、大学などの高等教育機関を中心とし
た産学民官連携の実績が蓄積されていることから、今後も、新たな知や価値の創造のため、先進
的な取組みを進めていくことが期待されています。

23　福島県土木部調べ「福島県における異常降雨の発生状況」降雨量が1時間50mmを越える頻度が近年10年で倍に
24　ＩＰＣＣ推計 25　平成20年12月末普及率、全国：57.5％、本県：43.1％

●我が国における電子商取引の市場規模●福島県内の年平均気温の推移

【出典】福島気象台、小名浜特別地域気象観測所データ

【出典】経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

（4）地球温暖化を始めとする環境問題の深刻化 （5）高度情報化社会の進展
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　能力の発揮、社会貢献、家族や地域との関係を重視する人々や、環境、健康、癒しに高い関心を
持つ人々が増加するなど、物の豊かさより心の豊かさを重視する人々が増えています。

　一方で、人と人との関係が希薄化する傾向があるほか、競争の激化や産業構造の変化による雇
用環境の不安定化などにより、大都市部を中心にストレスによる精神的疲労を蓄積する人が増加
しています。

　社会・経済の成熟化に伴い、ライフスタイルや価値観の多様化は、今後も進んでいくと考えら
れることから、こうした多様性を社会全体で受け入れていくことが、より重要となります。男女共同
参画社会の推進など、さまざまな人々で、ともに社会を築き上げていく必要性が高まるとともに、
国際化の進展により、地域社会における外国人の存在感が高まっています。

　近年、人間関係が難しくなった理由として、地域や職場での人間関係の希薄化が指摘26される
一方で、心の豊かさを求める人が多くなっています。このことは、「人と人とのつながり」を大切に
する考え方が重視されていく兆しとも考えられます。また、個人、ＮＰＯ、企業など多様な主体が、
公共性を有する仕事を今まで以上に担うようになっていくと考えられます。

　こうした中で、本県の温かな県民性と地域コミュニティ、そして、会津藩の「什(じゅう)の掟」27に
代表されるような規範意識などが、時代を超えて大切にすべきものとして、今後、見直されていく
と考えられます。

　豊かな自然環境と温かな人とのつながりを求める都市住民のニーズは今後も高まると考えら
れ、都市住民との交流が活発になっていくことで、本県の活力がさらに高まっていくものと考えら
れます。

　これまで我が国では、社会の同質性や相互扶助といった特性、戦後の高度経済成長などによる
比較的小さな所得格差などから、特に安全を問題視される場面は少なく、「水と安全はタダ」と言
われていました。このことは一方で、安全に対する他人任せ、災害や事故などは運命といった考え
方や、過去の危機を経験として生かした防止策の見直しなどが根づきにくい状況を生んだといわ
れています。

　このような中、地球温暖化の影響を受けた気候変動により、自然災害が今後さらに多発するお
それがあるほか、経済のグローバル化や社会の仕組みが高度化・複雑化する中で、安全や安心を
脅かすさまざまな事象が、形を変えながら今後も発生する可能性があります。

　このため、今後は、事態発生時の危機管理はもとより、その発生を事前に防止・抑制し、早期に
復旧し、復興できる体制や制度の構築などの総合的な取組みが求められます。

　また、こうした取組みへの信頼があって、人々は安心できることから、国、県、市町村、生産者、企
業など安全を提供する側は、住民に対して、その活動に関する情報を適切に分かりやすく提供し、
対話し、合意形成しながら、相互に信頼関係を醸成していくことが重要となります。

　さらに、安全や安心に関する問題に住民一人ひとりが気付き、地域の課題として解決しようとす
る自主的な活動の輪を広げるとともに、それらが有機的に連携・協力する地域的なネットワークの
構築が重要となります。

26　内閣府「平成19年版国民生活白書」
27　「年長者の言うことに背いてはなりませぬ」など７項目にわたる会津藩の教え

●心の豊かさ・物の豊かさ

【出典】内閣府「平成19年版国民生活白書」、厚生労働省「人口動態統計・自殺死亡統計」

（6）ライフスタイル・価値観の多様化

①現在の状況
　近年、東北地方や北陸地方を震源とする地震が続いており、また、地球温暖化の影響から気象
の変化が激しくなっているほか、新型インフルエンザの流行など、自然災害や感染症に対する不
安が高まっています。

　また、食品や薬品による健康被害、商品の偽装表示、自動車会社によるリコール隠し、建物の耐
震強度偽装問題など、製品やサービスを提供する側のモラルを問われる事件が発生し、検査・監
視体制の強化が求められています。

　さらに、産婦人科医や小児科医の不足、地域における医師の偏在、救急医療の受入体制の不備
など、地域医療に関するさまざまな問題が発生しています。

  治安の面では、刑法犯認知件数は減少傾向にありますが、子どもなど社会的弱者が被害者とな
る犯罪が発生しており、日常生活に対する不安が高まっています。

（7）安全と安心に対する関心の高まり

①現在の状況

②今後の展望
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　一方で、人と人との関係が希薄化する傾向があるほか、競争の激化や産業構造の変化による雇
用環境の不安定化などにより、大都市部を中心にストレスによる精神的疲労を蓄積する人が増加
しています。

　社会・経済の成熟化に伴い、ライフスタイルや価値観の多様化は、今後も進んでいくと考えら
れることから、こうした多様性を社会全体で受け入れていくことが、より重要となります。男女共同
参画社会の推進など、さまざまな人々で、ともに社会を築き上げていく必要性が高まるとともに、
国際化の進展により、地域社会における外国人の存在感が高まっています。

　近年、人間関係が難しくなった理由として、地域や職場での人間関係の希薄化が指摘26される
一方で、心の豊かさを求める人が多くなっています。このことは、「人と人とのつながり」を大切に
する考え方が重視されていく兆しとも考えられます。また、個人、ＮＰＯ、企業など多様な主体が、
公共性を有する仕事を今まで以上に担うようになっていくと考えられます。

　こうした中で、本県の温かな県民性と地域コミュニティ、そして、会津藩の「什(じゅう)の掟」27に
代表されるような規範意識などが、時代を超えて大切にすべきものとして、今後、見直されていく
と考えられます。

　豊かな自然環境と温かな人とのつながりを求める都市住民のニーズは今後も高まると考えら
れ、都市住民との交流が活発になっていくことで、本県の活力がさらに高まっていくものと考えら
れます。

　これまで我が国では、社会の同質性や相互扶助といった特性、戦後の高度経済成長などによる
比較的小さな所得格差などから、特に安全を問題視される場面は少なく、「水と安全はタダ」と言
われていました。このことは一方で、安全に対する他人任せ、災害や事故などは運命といった考え
方や、過去の危機を経験として生かした防止策の見直しなどが根づきにくい状況を生んだといわ
れています。

　このような中、地球温暖化の影響を受けた気候変動により、自然災害が今後さらに多発するお
それがあるほか、経済のグローバル化や社会の仕組みが高度化・複雑化する中で、安全や安心を
脅かすさまざまな事象が、形を変えながら今後も発生する可能性があります。

　このため、今後は、事態発生時の危機管理はもとより、その発生を事前に防止・抑制し、早期に
復旧し、復興できる体制や制度の構築などの総合的な取組みが求められます。

　また、こうした取組みへの信頼があって、人々は安心できることから、国、県、市町村、生産者、企
業など安全を提供する側は、住民に対して、その活動に関する情報を適切に分かりやすく提供し、
対話し、合意形成しながら、相互に信頼関係を醸成していくことが重要となります。

　さらに、安全や安心に関する問題に住民一人ひとりが気付き、地域の課題として解決しようとす
る自主的な活動の輪を広げるとともに、それらが有機的に連携・協力する地域的なネットワークの
構築が重要となります。

26　内閣府「平成19年版国民生活白書」
27　「年長者の言うことに背いてはなりませぬ」など７項目にわたる会津藩の教え

●心の豊かさ・物の豊かさ

【出典】内閣府「平成19年版国民生活白書」、厚生労働省「人口動態統計・自殺死亡統計」

（6）ライフスタイル・価値観の多様化

①現在の状況
　近年、東北地方や北陸地方を震源とする地震が続いており、また、地球温暖化の影響から気象
の変化が激しくなっているほか、新型インフルエンザの流行など、自然災害や感染症に対する不
安が高まっています。

　また、食品や薬品による健康被害、商品の偽装表示、自動車会社によるリコール隠し、建物の耐
震強度偽装問題など、製品やサービスを提供する側のモラルを問われる事件が発生し、検査・監
視体制の強化が求められています。

　さらに、産婦人科医や小児科医の不足、地域における医師の偏在、救急医療の受入体制の不備
など、地域医療に関するさまざまな問題が発生しています。

  治安の面では、刑法犯認知件数は減少傾向にありますが、子どもなど社会的弱者が被害者とな
る犯罪が発生しており、日常生活に対する不安が高まっています。

（7）安全と安心に対する関心の高まり
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②今後の展望
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　多様化する人々の価値観やニーズに対して、戦後続いた中央集権型システムの機能不全が指
摘される中、地域のことは、より住民に身近なところで決定し、それぞれの地域特性に応じた効果
的な施策展開を可能とする分権型社会への移行が求められています。

　平成12年の地方分権推進一括法の施行により、国と地方は法制度上において「対等・協力」の
関係に改められましたが、地方が必要とする税財源の移譲などは伴わず、その後の国庫補助負担
金・税財源・地方交付税の在り方を一体的に見直そうとして進められた「三位一体の改革」では、
国から地方へ一定の税源移譲はなされたものの、地方交付税が大幅に削減され、地方財政に大き
な影響を与える結果となりました。

　これら道半ばにある地方分権改革をさらに進めるため、平成22年３月までの時限立法である
地方分権改革推進法に基づき設置された地方分権改革推進委員会から、国から地方への権限移
譲、国の関与の廃止・縮小や地方財政制度の再構築などに関する勧告が出されており、これらの
勧告を踏まえた制度の見直しに向けた議論がなされています。

　一方、国と地方の在り方を抜本的に見直す道州制についても、地方分権改革と並行して、政府
や経済界を中心に議論が進められてきました。

　本県は、これまで市町村と連携し、市町村への権限移譲や自治制度に関する市町村との共同研
究などを行うとともに、県民一人ひとりが地域づくりの主役であるとの考えの下、長年にわたっ
て、県民と自治体が協働して地域づくりを進める県民運動を進めるなど、分権型社会の推進に積
極的に取り組んできました。

4
（1）人口

●平成22（2010）～平成26（2014）年

　本県の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所が公表している推計値28において、大幅に
減少すると見込まれておりますが、ここ数年の状況を踏まえるとその数値をさらに下回って推移
するものと見込まれます。

　以下においては、一定の前提の下に試算した内容を踏まえて記載しています。

　年平均１万４千人から１万５千人のペースで人口減少が進行し、平成26（2014）年の人口は
197万４千人程度と見込まれます。

　５年間では、約６万９千人減少し、年齢構成別では、年少人口は約３万１千人の減少、生産年齢
人口は約８万２千人の減少、老年人口は約４万４千人の増加が見込まれます。

●平成27（2015）～平成47（2035）年
　年平均１万６千人から１万８千人のペースで人口減少が進行し、平成47（2035）年の人口は
161万人程度と見込まれます。

　20年間で約36万４千人減少し、年齢構成別では、年少人口は約８万４千人の減少、生産年齢
人口は約31万４千人の減少、老年人口は約３万４千人の増加が見込まれます。

28　国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」

●人口の見通し

（8）分権型社会への移行

①現在の状況

②今後の展望
　国における地方分権についての議論、検討は、今後とも深まっていくものと考えられますが、本
県としては、県自らの改革を着実に進めるとともに、国などに対し、国から地方への権限と財源の
一体的移譲、国による関与の廃止・縮小など、地方の声が十分に反映された真の分権改革となる
よう働きかけを強める必要があります。

　また、ライフスタイルや価値観の多様化に伴い、まちづくりを始めとした公共的な活動に取り組
む人々が増えてきており、これらの地域住民やＮＰＯ、企業など各種の団体と行政が協働して地域
経営を担っていくことが求められるようになると考えられます。

　このような観点から、本県において、長年取り組んできた県民運動などは、今後とも重要な役割
を担うことになると考えられます。その際、住民と行政との信頼関係が不可欠であることから、自
治体職員は、自ら襟を正すことはもちろん、住民とともに地域づくりを担っていくとの意識を高め
ていくことが求められます。

　地方自治の根本となる考え方は、身近な課題は身近なところで決定・解決し、広域的な団体が
取り扱うのは、そこでなければ解決が困難なものに限るべきというものです。国でこれまで検討さ
れていた道州制については慎重な取扱いが求められるところですが、その結果にかかわらず、分
権型社会の流れを確実に進めるためには、住民自治、さらには市町村の力を高めることが重要で
あり、国、県、市町村、地域住民が担うべき役割を明確にし、互いに連携しながら、多様化するニー
ズに対応した公共サービスを提供していくことが求められるようになると考えられます。

　ここでは、ふくしまの５年後と30年程度先の人口や経済の姿を展望します。

ふくしまの人口と経済の展望
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的な施策展開を可能とする分権型社会への移行が求められています。

　平成12年の地方分権推進一括法の施行により、国と地方は法制度上において「対等・協力」の
関係に改められましたが、地方が必要とする税財源の移譲などは伴わず、その後の国庫補助負担
金・税財源・地方交付税の在り方を一体的に見直そうとして進められた「三位一体の改革」では、
国から地方へ一定の税源移譲はなされたものの、地方交付税が大幅に削減され、地方財政に大き
な影響を与える結果となりました。

　これら道半ばにある地方分権改革をさらに進めるため、平成22年３月までの時限立法である
地方分権改革推進法に基づき設置された地方分権改革推進委員会から、国から地方への権限移
譲、国の関与の廃止・縮小や地方財政制度の再構築などに関する勧告が出されており、これらの
勧告を踏まえた制度の見直しに向けた議論がなされています。

　一方、国と地方の在り方を抜本的に見直す道州制についても、地方分権改革と並行して、政府
や経済界を中心に議論が進められてきました。

　本県は、これまで市町村と連携し、市町村への権限移譲や自治制度に関する市町村との共同研
究などを行うとともに、県民一人ひとりが地域づくりの主役であるとの考えの下、長年にわたっ
て、県民と自治体が協働して地域づくりを進める県民運動を進めるなど、分権型社会の推進に積
極的に取り組んできました。
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（1）人口

●平成22（2010）～平成26（2014）年

　本県の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所が公表している推計値28において、大幅に
減少すると見込まれておりますが、ここ数年の状況を踏まえるとその数値をさらに下回って推移
するものと見込まれます。

　以下においては、一定の前提の下に試算した内容を踏まえて記載しています。

　年平均１万４千人から１万５千人のペースで人口減少が進行し、平成26（2014）年の人口は
197万４千人程度と見込まれます。

　５年間では、約６万９千人減少し、年齢構成別では、年少人口は約３万１千人の減少、生産年齢
人口は約８万２千人の減少、老年人口は約４万４千人の増加が見込まれます。

●平成27（2015）～平成47（2035）年
　年平均１万６千人から１万８千人のペースで人口減少が進行し、平成47（2035）年の人口は
161万人程度と見込まれます。

　20年間で約36万４千人減少し、年齢構成別では、年少人口は約８万４千人の減少、生産年齢
人口は約31万４千人の減少、老年人口は約３万４千人の増加が見込まれます。

28　国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」
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②今後の展望
　国における地方分権についての議論、検討は、今後とも深まっていくものと考えられますが、本
県としては、県自らの改革を着実に進めるとともに、国などに対し、国から地方への権限と財源の
一体的移譲、国による関与の廃止・縮小など、地方の声が十分に反映された真の分権改革となる
よう働きかけを強める必要があります。
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　平成20～21年度の我が国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界的不況の影響を受け
ていますが、平成22年度以降は、国際金融資本市場や海外経済の回復によって、本格的な回復
局面に入っていくと見込まれます。

　内閣府の試算によると、平成22年度の我が国の成長率は、0.6％程度のプラス成長と予測さ
れています29。

　また、世界的な経済見通しを公表している国際通貨基金（ＩＭＦ）によると、平成22～26年度の
我が国の成長率は、平均２％程度のプラス成長と予測されています30。

　さらに、内閣府及び米国の政府機関の試算によると、長期的な我が国の成長率は、平均１％程
度のプラス成長と予測されています31。

　以下においては、内閣府やＩＭＦなどのデータを踏まえ、本県の過去の成長率を参考としながら
試算した内容を記載しています。

29　内閣府「平成22年度マクロ経済の想定」（H21.7）
30　ＩＭＦ「World Economic Outlook」（2009.10）
31　内閣府「日本21世紀ビジョン（H17.4）」、米国エネルギー省「International Energy Outlook2009」（2009.5），
　　 米国農務省「International Macroeconomic Data Set」（2008.12）
32　過去５年間（平成15～19年度）の福島県の経済成長率は、我が国の経済成長率を平均0.62％下回っています。

●経済の見通し

産業別の総生産額の推移
【参考】

●県内総生産（Ｈ19年度）

（単位：10億円）

※第一次～第三次産業の合計から、二重計上されている帰属利子等の分を控除することにより、県内総生産の額となる。

平成19（2007）年度

総生産額 割合 総生産額 割合

平成26（2014）年度

第一次産業

第二次産業

第三次産業

県内総生産

（帰属利子等控除前※）
帰属利子等

1,475億円

2兆5,609億円

5兆3,505億円

7兆8,834億円

（8兆590億円） （100%）

1.8%

31.8%

66.4%

1,500億円 ～1,550億円程度

2兆5,000億円 ～2兆6,000億円程度

5兆3,000億円 ～5兆4,500億円程度

7兆8,000億円 ～8兆円程度

（7兆9,500億円～8兆2,000億円程度）
▲1,756億円 ▲1,500億円～▲2,000億円程度

1.9%程度

31.5%程度

66.6%程度

（100％）

　第一次産業では、農業を中心に総生産額が緩やかに増加していくと考えられます。

　第二次産業では、世界的不況の影響を受けて、一時的に総生産額が減少するものの、経済の回
復に伴い、製造業を中心に総生産額が増加していくと考えられます。

　第三次産業では、サービス業を中心に総生産額が増加していくと考えられます。

農業1,183億円

第一次産業　1,475億円

県内総生産　7兆8,834億円 帰属利子等

製造業　2兆2,330億円

商業・サービス業　2兆2,078億円

第二次産業
2兆5,609億円

第三次産業
5兆3,505億円

●県内総生産（Ｈ26年度）
農業　1,250億円程度

第一次産業　1,500～1,550億円程度

県内総生産　7兆8,000億円～8兆円程度 帰属利子等

製造業　2兆3,500億円程度

商業・サービス業　2兆3,500億円程度

第二次産業
2兆5,000億円～2兆6,000億円程度

第三次産業
5兆3,000億円～5兆4,500億円程度

（2）経済

●平成22（2010）～平成26（2014）年度
　本県の過去５年間の成長率は、我が国平均を下回っていたことを踏まえると32、毎年度平均
１％台の経済成長になると見込まれ、物価の変動を考慮に入れない場合、平成26（2014）年度
の県内総生産は７兆８千億円程度と見込まれます。

　また、本県の経済回復が、我が国平均と同じペースで推移すると仮定した場合、平成26
（2014）年度の県内総生産は平成12（2000）年度の８兆円程度まで回復する可能性があると
考えられます。

●平成27（2015）～平成47（2035）年度
　平均１％程度のプラス成長を継続していくと見込まれますが、生産年齢人口の推移を踏まえる
と、平成47（2035）年度の県内総生産は、８兆６千億円～９兆円程度になると見込まれます。
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※平成22年度以降は物価上昇率＝０％と仮定
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　平成20～21年度の我が国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界的不況の影響を受け
ていますが、平成22年度以降は、国際金融資本市場や海外経済の回復によって、本格的な回復
局面に入っていくと見込まれます。

　内閣府の試算によると、平成22年度の我が国の成長率は、0.6％程度のプラス成長と予測さ
れています29。

　また、世界的な経済見通しを公表している国際通貨基金（ＩＭＦ）によると、平成22～26年度の
我が国の成長率は、平均２％程度のプラス成長と予測されています30。

　さらに、内閣府及び米国の政府機関の試算によると、長期的な我が国の成長率は、平均１％程
度のプラス成長と予測されています31。

　以下においては、内閣府やＩＭＦなどのデータを踏まえ、本県の過去の成長率を参考としながら
試算した内容を記載しています。

29　内閣府「平成22年度マクロ経済の想定」（H21.7）
30　ＩＭＦ「World Economic Outlook」（2009.10）
31　内閣府「日本21世紀ビジョン（H17.4）」、米国エネルギー省「International Energy Outlook2009」（2009.5），
　　 米国農務省「International Macroeconomic Data Set」（2008.12）
32　過去５年間（平成15～19年度）の福島県の経済成長率は、我が国の経済成長率を平均0.62％下回っています。

●経済の見通し

産業別の総生産額の推移
【参考】

●県内総生産（Ｈ19年度）

（単位：10億円）

※第一次～第三次産業の合計から、二重計上されている帰属利子等の分を控除することにより、県内総生産の額となる。

平成19（2007）年度

総生産額 割合 総生産額 割合

平成26（2014）年度

第一次産業

第二次産業

第三次産業

県内総生産

（帰属利子等控除前※）
帰属利子等

1,475億円

2兆5,609億円

5兆3,505億円

7兆8,834億円

（8兆590億円） （100%）

1.8%

31.8%

66.4%

1,500億円 ～1,550億円程度

2兆5,000億円 ～2兆6,000億円程度

5兆3,000億円 ～5兆4,500億円程度

7兆8,000億円 ～8兆円程度

（7兆9,500億円～8兆2,000億円程度）
▲1,756億円 ▲1,500億円～▲2,000億円程度

1.9%程度

31.5%程度

66.6%程度

（100％）

　第一次産業では、農業を中心に総生産額が緩やかに増加していくと考えられます。

　第二次産業では、世界的不況の影響を受けて、一時的に総生産額が減少するものの、経済の回
復に伴い、製造業を中心に総生産額が増加していくと考えられます。

　第三次産業では、サービス業を中心に総生産額が増加していくと考えられます。

農業1,183億円

第一次産業　1,475億円

県内総生産　7兆8,834億円 帰属利子等

製造業　2兆2,330億円

商業・サービス業　2兆2,078億円

第二次産業
2兆5,609億円

第三次産業
5兆3,505億円

●県内総生産（Ｈ26年度）
農業　1,250億円程度

第一次産業　1,500～1,550億円程度

県内総生産　7兆8,000億円～8兆円程度 帰属利子等

製造業　2兆3,500億円程度

商業・サービス業　2兆3,500億円程度

第二次産業
2兆5,000億円～2兆6,000億円程度

第三次産業
5兆3,000億円～5兆4,500億円程度

（2）経済

●平成22（2010）～平成26（2014）年度
　本県の過去５年間の成長率は、我が国平均を下回っていたことを踏まえると32、毎年度平均
１％台の経済成長になると見込まれ、物価の変動を考慮に入れない場合、平成26（2014）年度
の県内総生産は７兆８千億円程度と見込まれます。

　また、本県の経済回復が、我が国平均と同じペースで推移すると仮定した場合、平成26
（2014）年度の県内総生産は平成12（2000）年度の８兆円程度まで回復する可能性があると
考えられます。

●平成27（2015）～平成47（2035）年度
　平均１％程度のプラス成長を継続していくと見込まれますが、生産年齢人口の推移を踏まえる
と、平成47（2035）年度の県内総生産は、８兆６千億円～９兆円程度になると見込まれます。
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※平成22年度以降は物価上昇率＝０％と仮定
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この時代認識と照らし合わせると、本県が今まで培ってきた「ふくしまの魅力」は、今まで以上に重要
になると考えられます。

ふくしまの魅力と時代認識を踏まえて、次の章では基本目標やめざす将来の姿などを考えてい
きます。

多様性の尊重
●多様な人がともに暮らす時代となり、多様性を互いに尊重することが求められる。
●人や地域の多様性が発揮されることで、多様な魅力を持つ本県の価値が高まる。
●地域が自らの独自性を発揮していくと同時に、対外的な発信も重要になる。

つながり・支え合いの重要性
●多様性を尊重しつつ、それぞれのつながりや支え合いが重要になる。
●各世代が知恵と力を出し合い、社会を支えていくことが重要になる。
●都市と農山漁村など、相互の役割を認識し、つながり、支え合うことが重要になる。
●多様な地域資源・人々の能力などの結びつき、地域内の経済循環が重要になる。

次世代への責務の高まり
●経済活動と環境が調和した持続可能な社会づくりが重要になる。
●次世代の負担を軽減するため、社会資本の計画的な維持管理が求められる。
●若者の定着を図るために、子育てしやすい環境づくりが求められる。

心の豊かさ、自己実現に対する意識の高まり
●物の豊かさよりも心の豊かさを重視する人が今後も増える。
●豊かな人間性・社会性を培う重要性がますます高まる。
●自己実現に対する意識が高まり、仕事や社会活動などでの機会拡大が求められる。

安全と安心に対する関心の高まり
●安全に安心して暮らすことのできる社会を希求する意識が高まる。
●高齢化に対応した人に優しい社会システムなどの環境整備が重要になる。
●自然災害に強いまちづくり、地域づくりが重要になる。

独自性や付加価値の高い産業の重要性
●産品・サービスの独自性、付加価値の向上が重要になる。
●地域に根付いた多様な技術の発掘・伝承やそれを担う人々の育成が重要になる。
●消費の面でも成熟化し、心に残る体験など、本当に良いものが求められる。

環境や自然と共生する産業の重要性
●環境に配慮した農林水産物の安定的な生産、森林資源の有効活用が重要になる。
●持続可能な社会システムの構築、維持に貢献する産業が重要になる。

　長期的な観点から展望した個々の時代潮流を相互に関連させ、全体的に見渡していく
と、今後重要となる視点がいくつか見出されます。それを「時代認識」として、以下のとお
り整理します。

5 時代認識

人と地域

安全と安心

（人と地域）

活　力 思いやり

人づくり 地域づくり

支え合い

自然環境

リスク対策健康づくり

力強い産業

多様な交流

人と地域人と地域

安全と安心

地（人と地地域）

活　力 りやり思い り

人づくり 地域づくり

リスク対策健康づくり

力強い産業

多様な様な交流流

ふくしまのめざす将来の姿

　本章では、前章のふくしまの特性（魅力）、時代潮流や時代認識を踏まえて、「基本目標」、「基本姿
勢」、「めざす将来の姿」を示します。
　本章の「めざす将来の姿」を踏まえて、次の章では、その実現を図るための県づくりの基本方向を示
します。

第　章2

第3章 ふくしまの基本方向へ
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3つの基本姿勢

「めざす将来の姿」を
実現するために

人がほほえみ、地域が輝く “ほっとする、ふくしま”
基本目標
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この時代認識と照らし合わせると、本県が今まで培ってきた「ふくしまの魅力」は、今まで以上に重要
になると考えられます。

ふくしまの魅力と時代認識を踏まえて、次の章では基本目標やめざす将来の姿などを考えてい
きます。

多様性の尊重
●多様な人がともに暮らす時代となり、多様性を互いに尊重することが求められる。
●人や地域の多様性が発揮されることで、多様な魅力を持つ本県の価値が高まる。
●地域が自らの独自性を発揮していくと同時に、対外的な発信も重要になる。

つながり・支え合いの重要性
●多様性を尊重しつつ、それぞれのつながりや支え合いが重要になる。
●各世代が知恵と力を出し合い、社会を支えていくことが重要になる。
●都市と農山漁村など、相互の役割を認識し、つながり、支え合うことが重要になる。
●多様な地域資源・人々の能力などの結びつき、地域内の経済循環が重要になる。

次世代への責務の高まり
●経済活動と環境が調和した持続可能な社会づくりが重要になる。
●次世代の負担を軽減するため、社会資本の計画的な維持管理が求められる。
●若者の定着を図るために、子育てしやすい環境づくりが求められる。

心の豊かさ、自己実現に対する意識の高まり
●物の豊かさよりも心の豊かさを重視する人が今後も増える。
●豊かな人間性・社会性を培う重要性がますます高まる。
●自己実現に対する意識が高まり、仕事や社会活動などでの機会拡大が求められる。

安全と安心に対する関心の高まり
●安全に安心して暮らすことのできる社会を希求する意識が高まる。
●高齢化に対応した人に優しい社会システムなどの環境整備が重要になる。
●自然災害に強いまちづくり、地域づくりが重要になる。

独自性や付加価値の高い産業の重要性
●産品・サービスの独自性、付加価値の向上が重要になる。
●地域に根付いた多様な技術の発掘・伝承やそれを担う人々の育成が重要になる。
●消費の面でも成熟化し、心に残る体験など、本当に良いものが求められる。

環境や自然と共生する産業の重要性
●環境に配慮した農林水産物の安定的な生産、森林資源の有効活用が重要になる。
●持続可能な社会システムの構築、維持に貢献する産業が重要になる。

　長期的な観点から展望した個々の時代潮流を相互に関連させ、全体的に見渡していく
と、今後重要となる視点がいくつか見出されます。それを「時代認識」として、以下のとお
り整理します。

5 時代認識

人と地域

安全と安心

（人と地域）

活　力 思いやり

人づくり 地域づくり

支え合い

自然環境

リスク対策健康づくり

力強い産業

多様な交流

人と地域人と地域

安全と安心

地（人と地地域）

活　力 りやり思い り

人づくり 地域づくり

リスク対策健康づくり

力強い産業

多様な様な交流流

ふくしまのめざす将来の姿

　本章では、前章のふくしまの特性（魅力）、時代潮流や時代認識を踏まえて、「基本目標」、「基本姿
勢」、「めざす将来の姿」を示します。
　本章の「めざす将来の姿」を踏まえて、次の章では、その実現を図るための県づくりの基本方向を示
します。

第　章2

第3章 ふくしまの基本方向へ

多
様
性
・

総
合
力
の
発
揮

魅
力
の

再
認
識
・
発
信

チ
ャ
レ
ン
ジ

3つの基本姿勢

「めざす将来の姿」を
実現するために

人がほほえみ、地域が輝く “ほっとする、ふくしま”
基本目標

第
１
章　

ふ
く
し
ま
の
特
性
と
時
代
潮
流

第
２
章　

ふ
く
し
ま
の
め
ざ
す
将
来
の
姿
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